
放課後子ども総合プラン事業の実施状況について

１
令和４年７月14日
放課後子ども総合プラン推進委員会

資料１

こども未来部こども政策課
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減免の適用状況
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延長利用の状況

延長利用料について
今年４月から延長利用料を以下のとおり改定しました。

■延長利用登録児童数（令和４年5月1日現在）
・30分延長登録者 3,438人
・１時間延長登録者 108人
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【改定前】 【改定後】

■30分延長開館実施施設 月額 350円 ⇒ 月額 500円

■1時間延長開館実施施設

○朝・夕いずれも30分以内の利用を希望

する場合 月額 700円 ⇒ 月額 500円

○朝・夕いずれか長い方の時間が30分を

超える利用を希望する場合 月額 700円 ⇒ 月額 1,000円



プラン事業充実の取り組み①
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■冷房設備の設置・更新・移設

令和３年度事業実績

・児童館・児童センターへの整備 ４施設

・子どもプラザへの整備 ８施設
令和４年度事業予定（※こども政策課予算分のみ）

・児童館・児童センターへの整備 ２施設

・子どもプラザへの整備 ４施設

施設環境の整備

■ＩＣＴ化（入退館管理システム及び保護者アプリ）の導入

令和３年度事業実績

・プラン施設（８７箇所）のネットワーク環境の構築とタブレットの購入

令和４年度事業予定

・７月頃から一部施設（未定）で試験運用開始

・夏休み頃から市内全域の施設で本格運用開始



プラン事業充実の取り組み②
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令和３年度研修実績

・合同総合研修会 放課後施設の運営とこどもの生活

・支援員等研修会（１） 遊びと安全な支援、小児救急・救命（初級）

・支援員等研修会（２） 支援の基本「こどもを笑顔に パート２」

・支援員等研修会（３） 長野市版「インクルーシブでつなぐ（特別支援）」

・支援員等研修会（４） 専門職としての支援員を目指して

令和４年度研修予定

・合同総合研修会 施設と学校との連携について

（県立大准教授による基調講演の視聴、校区ごとに施設と学校

による「こどもファースト連携会議」の開催）

・支援員等研修会（１） 各支援員が勧める「遊びと生活交流会」

・支援員等研修会（２） 特別支援のポイントと技術「こんな支援をしてみたら」

・支援員等研修会（３） 専門職としての支援員を目指して パートⅡ

・小児救急・救命について、動画配信により各施設の全職員による職場内研修を実施

・全職員の安全意識向上のため、避難訓練も職場内研修として位置付け実施

職員の資質向上



アドバイザーの活動状況①
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放課後子ども総合プランの実施場所において、放課後などの児童の遊び・学習・体験活
動を支援していただく登録制のボランティアです（活動謝金あり） 。

アドバイザーとは

登録方法

登録状況

区分 登録人数 団体数

一般
個人 214人 －

団体 615人 70団体

学生
個人 70人 －

団体 50人 8団体

合計 949人 78団体

令和４年４月１日現在

市が開催するアドバイザー登録説明会に参加の上、アドバイザー登録カードを提出します。

※令和４年度の登録説明会（年3回開催）の日程は以下のとおりです。

※学生に向けては各大学ごとに日程を調整して、対面やリモートにより実施します。



アドバイザーの活動状況②
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令和３年度の活動状況

登録者数の推移

登録区分 活動人数 活動団体数 実施回数 参加児童数

個人 2,596人 － 2,596回 54,136人

団体 1,558人 800団体 800回 23,358人

合計 4,154人 800団体 3,396回 77,494人

（延べ数）

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

一般 637 722 804 841 847 833 841 956 931

学生 133 177 216 266 244 253 332 271 202

合計 770 899 1,020 1,107 1,091 1,086 1,173 1,227 1,133

（人）



希望児童の受入校区拡大
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本年度当初の受入状況

放課後子ども総合プランでは、全小学校区における希望児童（理由にかかわらず事

業の利用を希望する児童）の受け入れを目指しています。

９

希望児童の受入校区拡大

希望児童の受入校区

城山、鍋屋田、加茂、山王、芹田、三輪、吉田、裾花、城東、南部、朝陽、柳原、

長沼、古里、浅川、芋井、安茂里、松ヶ丘、共和、信里、塩崎、松代、清野、

西条、豊栄、東条、寺尾、綿内、川田、保科、下氷鉋、真島、七二会、信更、

豊野、豊野東、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条

（一部の施設で受入）

緑ヶ丘、大豆島、通明、篠ノ井西、昭和、川中島、青木島、三本柳 【49校区】

留守家庭児童のみ受入校区

古牧、湯谷、若槻、徳間、篠ノ井東 【５校区】



• 小学校の児童数減少により、すでに余裕教室等が生じている
• 小学校に隣接または近接していない （小学校からの移動時の交通安全や犯罪に巻き込ま
れる危険の防止）

• 施設が破損、または施設の老朽化や損傷が著しく、施設の改修に多額の費用が必要（大
規模改修や大規模修繕）

• 施設定員に対し利用者数が大幅に超過 （施設基準に不適合、密集の発生）

ながの子育て
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児童館・児童センターの子どもプラザへの移行・統合 10

長野市公共施設マネジメント指針に基づき、以下に該当する児童館・児童センターは、小学
校の余裕教室等を利用した「子どもプラザ」への移行・統合や、小学校施設、他の公共施設と
の複合化について、地域や運営委員会、学校、施設等と相談しながら進めていきます。

児童館・児童センターの子どもプラザへの移行状況（令和３年度）

柳町児童センター 城東子どもプラザに統合 （老朽化・近接していない）
豊野東部児童館 豊野東子どもプラザに統合（老朽化）
箱清水児童センター 一部を城山子どもプラザへ移行 （近接していない）
古里児童センター 一部を古里子どもプラザへ移行 （利用者超過）
柳原児童センター 一部を柳原子どもプラザへ移行 （利用者増加）
篠ノ井中央児童センター 一部を通明子どもプラザへ移行（利用者超過）


